
■「三重県スポーツ推進条例」が４月から施行されます

三重県では、本条例に基づき、皆様方と連携し、協力をいただきながら、スポーツを推進していきます。

１ めざす姿

２ 目的

３ 基本理念
この条例では、次の３つを基本理念に掲げています。
（１）スポーツの価値の共有

スポーツの持つ意義の理解を促進するとともに、公平、公正なスポーツ環境を整備すること
（２）スポーツライフの実現

すべての県民がスポーツに親しむことができる環境（Sport for Everyone）を整備すること
（３）参画・連携を通したスポーツの推進

県、県民、市町、スポーツ関係団体、民間事業者がそれぞれの特性に応じてスポーツを推進すること

４ 基本政策
この条例では、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項として、次の５つを掲げています。
（１）子どもの体力の向上及びスポーツ活動の充実

子どもの心身の健全な発達並びに体力の向上が図られること
（２）地域におけるスポーツ活動の推進

すべての県民が生涯にわたって身近にスポーツに親しむことができること
（３）競技力の向上

県内の選手及びチームが国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会において活躍できること
（４）障がい者によるスポーツ活動の推進

（５）スポーツを通じた地域の活性化

５ 条例の内容
（１）前文
（２）目的（第１条）
（３）基本理念（第２条）
（４）基本政策（第３条）
（５）県の責務（第４条）
（６）各主体の役割等（第５条～第９条）

スポーツを「人生を豊かにするもの」（Sport for Happiness）と捉え、スポーツの持つ「楽しさ」や
「魅力」を強調しながら、県民がスポーツの価値を広く享受するための自主的かつ主体的な行動を促進
することにより、スポーツを通じた人づくり、地域づくりを推進し、スポーツによって幸福を実感でき
る人生を実現するとともに、「県民の力を結集した元気なみえ」をめざしています。

スポーツの推進について、基本理念及び基本政策を定め、県の責務並びに県民、市町、スポーツ関係団
体及び民間事業者の役割を明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定
めることにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、幸福を実感できる県民生
活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的としています。

障がい者が障がいの種類及び程度に応じ必要な配慮がなされた環境のもと自立的かつ積極的にスポー
ツを行うことができること

スポーツの推進を通して世代間及び地域間の交流が促進されるとともに、県民の一体感及び活力が醸
成されること

これを契機として、スポーツの持つ多面的な価値を県民全体で共有し、県民の皆さんの自主的、主体的な
アクションにつながるようスポーツ推進の理念や取組方針を明らかにしていくことを目的に、「三重県ス
ポーツ推進条例」を制定しました。

みえ広域スポーツセンターだより
H26年度第53号（2015.03.26） 第162号
          ♣3月26日（誕生石）プラチナ原石

                                  （石言葉）多感な心

〖三重県スポーツ推進条例について〗

三重県では、平成30年に全国高等学校総合体育大会、平成33年には国民体育大会及び全国障害者スポー
ツ大会の開催が予定され、さらに、その前年の平成32年には東京オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催と、本県スポーツの推進に大きなチャンスが訪れています。

平成26年度最後となりました。一年ご愛読していただきありがとうございました。今後も皆様に役立つ
情報を紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
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（７）スポーツの推進に関する基本となる施策（第10条～第15条）
（８）推進計画（第１６条）
（９）スポーツ推進月間（第１７条）
（10）顕彰（第１８条）
（11）県民等の協力（第１９条）
（12）財政上の措置（第２０条）

施行日：平成27年4月1日

詳しくは、三重県地域連携部スポーツ推進局のホームページをご覧ください。
（http://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/index.shtm）

■公益信託富士フイルム・グリーンファンド
目 的  ： （１）活動助成は、身近な自然の保全や、自然とのふれあいを積極的に行っている人々

              に対し助成を行うものです。
   ※活動助成＝自然環境保全もしくは自然とのふれあい活動
   本助成での「身近な自然とのふれあい」とは以下の通りです。
  「身近な自然」の対象範囲＝地域の里地や緑地、及び学校の樹林等を最小限のスケール

                                           とし、園芸の範疇に入るものは対象外とする。
  「自然とのふれあい」＝自然と接し楽しむだけではなく、上記のフィールドにおいて自

                                     然環境保全、自然環境教育、自然環境保護思想の普及に資する
                                     啓発につながるもの。
     （２）研究助成は、身近な自然環境の保全・活用の促進に関する具体的な研究や、ふれ
              あいの場としての緑地の質的向上を目指した実証研究等を行っている人々に対し
              助成を行うものです。

   ※研究助成＝身近な自然環境保全のための調査研究もしくは自然とのふれあいを促
   進するための調査研究

対 象  ： 上記の目的に合致した活動あるいは研究で、次の条件を満たすものとします。
（１）営利を目的としない活動及び研究。
（２）活動及び研究が行われるフィールドは、日本国内であるもの。
（３）活動助成の場合には、活動フィールドができる限り申請者（申請団体）によって既に
         確保されている等、活動フィールドの基盤がしっかりしているもの。
         研究助成の場合には、フィールドでの研究に対し地権者の許可もしくは協力関係が保
         たれているもの。
（４）個人もしくは団体申請において、活動及び研究の実績があるもの（ある程度実績があ
         り、発展的な活動や研究を行うための申請であれば対象となる）。
（５）個人による申請の場合、助成金の使途が助成の趣旨に沿って適確・厳正であり、助成
         金の使途において本人あるいは親族等、特別な関係のある者に利益を与えないもの。
（６）団体による申請の場合、代表者または管理者の定めのある団体で、役員その他の機関
         の構成、選任方法、その他事業の運営に重要な事項が特定の者、あるいは特別の関係
         者等の意志に従わずに、決定・運営されている団体。また、特定の者等に特別の利益
         を与えていない団体。

 ： 助成金額は活動や研究の所要額とし、助成総額（限度額）等は次の通りです。
（１）「活動助成」「研究助成」合わせて助成総額は850万円で、助成件数は４件程度（１

件の上限ではなく、活動及び研究の所要額を申請していただき、申請内容や助成金の
使途を踏まえて査定した上で最終的な助成金を決定いたします。）

（２）助成期間は原則として助成金贈呈日より１年とするが、活動及び研究の内容によって
助成金を２年に渡って利用することも可能。

応募締切日  ： 2015年5月11日（月）同日消印有効

応 募 方 法  ： 所定の申請書に必要事項を記入、捺印の上、下記事務局宛に簡易書留等でお送り下さい。

問 合 せ 先  ： 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド事務局
     〒130-8606 東京都墨田区江東橋3-3-7 （一財）自然環境研究センター内
     TEL：03-6659-6310  FAX：03-6659-6320

詳しくは、一般財団法人自然環境研究センターのホームページをご覧ください。
（http://www.jwrc.or.jp/shintaku/1.htm）

〖助成金のお知らせ〗

助成金額と
件数、期間
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